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  集落営農法人 ５県サミット                                  

 ３年ぶりの実開催として「5 県集落法人等連絡協議会サミット」が、昨年１１月に、山口市湯田温

泉で 256 名(サテライト会場含む)、本県からは 15 名が参加して開催されました。 

開催テーマを『持続可能な経営体を目指して』とし、本県でも課題となっている後継者問題や

労働力不足への対応について、各県の事例報告が行われ、地域の実情に沿った対処方法を学ぶことが

できました。本県からは、(農)いわど(豊後大野市)の代表理事組合長野口重徳氏が発表しました。 

 

 【島根県】 (農)ひやころう波佐 代表理事 岡本 利道 氏 

  『集落営農だからできる 持続可能な農業×地域づくり』 

  ・5 集落の 63 世帯の全戸が組合員となっており、非農家にも協力してもらっている。 

  ・「地域に住む誰もが力を寄せ合う農業」を目指す。 

○中核農家に栽培指導、水稲苗の育苗、ライスセンター運 

営、各種水稲の作業などを依頼している。 

○非農家に収穫、調整作業などを手伝ってもらっている。 

○地域の祭りごとなどを主催している。 

 

 【大分県】 (農)いわど 代表理事 野口 重徳 氏 

  『One for all, all for one  

～一人はみんなのために、みんなは一人のために～』 

 ・地域の水田すべてを管理する法人として設立した。 

 ・畑地も多いので、甘藷栽培を開始し、常時雇用 2 名(地区外者)を実現した。 

    (農の雇用事業、豊後大野市・法人就農支援金 活用) 

 ・2 名は別大の同級生なので孤立することは無く、定着に功を奏している。 

明日に向かって 
大分県集落営農法人会ニュース第 3４号 



 ・甘藷の導入により年間の作業が確保できるとともに、売上も 8 倍となった。 

 ・「ポテカルゴ」の導入により省力化がすすみ、作業員の人員削減に成功した。 １５人⇒5 人 

 ・課題は、常用雇用 2 名の将来で、将来は家庭を持つので如何にして所得をあげていくかが課題と

なる。そのため、更なる規模拡大などが必要。 

 

【高知県】 ㈱サンビレッジ四万十 代表取締役 浜田 大彰 氏 

         (一社)四万十農産 代表理事 浜田好清氏  課長 鈴木 信太郎 氏 

     『地域資源を』活用した地域連携と持続可能な集落営農の発展 

 ・水田農業中心で地域農業・農地守っていく(一社)四万十農産と、高収益作物栽培などで利益追求 

を目指す㈱サンビレッジ四万十が相互に連携して地域農業を担っている。 

 

 【広島県】 (農)ファーム志和 代表 理事 高木 昭夫 氏 

  『法人合併による規模拡大のメリット・デメリット』 

 ・超急傾斜地 63.4％のある地域の中で、稲作のみに集中して地域農業・農地を守っている。 

 ・農作業従事者は、会社を定年退職した地域の人しか募集していない。 

 ・行政からは高収益品目の園芸作物導入を指導されるが、園芸品目は労働力が必要なことと収益リ 

スクが大きいので水稲に特化している。 

 ・将来は、株式会社化し農閑期は土木事業(全て機械作業なので労働力不足に対応できる)で収入を

得ていこうと模索している。 

 

 【山口県】 (農)川西 代表理事 小林 紀代士 氏 

  『持続可能な経営体を目指して』 

・平地の大圃場可能な地域で、国の施策どおりの水田農業を展開している。 

 ・水稲の品種・栽培技術には拘っていて、    

高い売り上げを挙げており、倒伏しやすい  

山田錦の栽培にも工夫した点が多い。 

 <工夫した点> 

 ○風があまり当たらない場所でのみ栽培 

 ○無化学肥料栽培とし、麦藁を投入 

 ○水を少なめで栽培し、草丈を低く抑える                         

等。 

 ・園芸品目は機械化による省力化可能な玉ねぎを栽培。 収量５ｔ/10a 

 ・現在も、高収益品目(玉ねぎ)の導入が条件で、圃場整備を実施中。 

・玉ねぎ苗箱の下にメッシュシートを敷くことにより、機械定植時に根詰まりがおきないよう工夫 

している。(横にスライドして根をカット) 

 ・水稲栽培の水管理などの日々の作業は、地域ごとに「できる人」を挙げてもらい、地域で管理 

している(現在 45 名)。この水管理を条件として作業受託している。 

 ・法人は大型機械での農作業中心。 

 

 



  大分県集落営農推進方針                         

大分県では集落営農組織の育成について、次のような方針を掲げて取り組んでいます。 

１ 基本的な考え方 

  県では水田農業の主要な担い手として集落営農組織の育成・法人化を積極的に進めてきました。

その結果、令和３年度末で集落営農組織５６８、うち法人２２２組織（R4.3 現在）が育成されてい

ます。 

  法人数では九州トップクラスにあるものの、集落の農地維持を設立理念とした組織が多いことや

中山間地域が７割を占める本県の地理的条件等の影響もあり、１法人当たりの経営規模は１９．１

ヘクタールと九州平均を大きく下回るなど、経営基盤は脆弱です。 

  また、県内には、集落機能の低下から組織化が困難で水田農業に携わる認定農業者等もいない担

い手不在集落が約１，３００存在し、これらの集落は今後、集落の維持、農地の保全が困難となる

ことが危惧されています。 

  そのような中、県では農林水産業振興計画「おおいた農林水産業活力創出プラン２０１５」に基

づき、水田畑地化による高収益な園芸品目等への転換、スマート農業の導入による省力化等、「構造

改革の更なる加速」を目指すため、これまで設立された集落営農組織を核に「数(組織数)」から

「質(経営力)」へ、「点(集落)」から「面(地域)」へをキーワードに地域農業の振興を図っています。 

 具体的には、雇用環境を整備するとともに、経営面では地域ごとに策定された園芸産地づくり計

画と連動した園芸品目の導入等による経営多角化や効率的な営農体制を目指した法人間連携や再編

統合を推進しています。加えて集落営農法人個々の「質(経営力)」の向上や近隣集落「面（地域）」

も視野に入れた規模拡大を図ることで次代に渡り後継者が確保される持続性のある集落営農法人を

育成しています。 

２ 大分県農業総合戦略会議での中山間地営農の担い手について 

大分県農業総合戦略会議（以降、戦略会議とする。大分県、大分県下の各農業協同組合、全農大

分県本部、大分県農業協同組合中央会等の農業団体により構成）において、県集落営農法人会や大

規模個別法人等との協議をこれまで 4 回行い、「集落営農法人の担ってきた機能を維持しつつ持続

可能な経営体へのモデルチェンジが必要。構成員の年齢を考えても、今があり方を見直す最後のチ

ャンス。」「地域の農地維持と法人の経営安定については、まずは経営を重視し、経営の中で農地を

守っていくべき。」との方向性が示されました。 

 

令和 5 年度からは戦略会議での議論を受けて、各法人が目指す姿に到達するための課題解決を総

合的に支援できるように施策を協議しています。 

 



 

  肥料高騰対策事業をお忘れなく！！                       

高騰する肥料価格に、国が支援を行います！！  

最近の急激な高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に取り組む農業者・法人の肥

料費の負担を国が支援することとなりました。 

この事業は、原則、ＪＡや肥料販売店等が「取扱実施者」となって参加希望農業者の取りまとめをお

こないますが、農業に従事する構成員や従業員が５名以上いる農業法人は単独でも申請がすることがで

きます。つまり、集落営農法人会の会員組織は、それぞれの法人が直接申請することもできます。 

化学肥料低減させる取組みを２つ以上行った時に、前年度から増加した肥料費の約７割が支援金とし

て交付されます。（今年度の肥料費を基礎に、事業で定めた計算式で算出します。） 

本年の秋肥に関する申請は終了しましたが、集落営農法人でおおきな割合を占める来年の春肥(令和４

年１１月～令和５年５月に注文・請求)について、これから、申請の期限などが公表されます。 

事業の概要については、農林水産省のホームページをご覧ください。 

 農林水産省肥料価格高騰対策事業 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html 

申請の様式や詳細については『大分県肥料コスト低減推進協議会』のホームページをご覧ください。 

 https://www.ja-oitachuuoukai.or.jp/group/cost.php 

★お問い合わせ先は、 

大分県肥料コスト低減推進協議会 

住 所：〒870-0844 大分市古国府六丁目 4 番 1 号（ＪＡ全農おおいた敷地内） 

電話 080-9327-8239(県) ※受付時間 平日 9：00～12：00、13：00～16：00 

E-Mail：hiryokoto@chuuoukai.jaoita.net  ヘ！！ 

 

  これからの集落営農法人会行事予定                       

コロナウィルスの第 8 波の感染拡大が懸念される昨今でありますが、令和 4 年度も残すところわずか

となってきました。 

当法人会も今年度の事業の仕上げに向けて、大車輪で取り組んでまいります。 

これから予定されている行事をお知らせします。 

 令和５年 3 月２２日に、「農 作 業 安 全 講 習 会 」を予定しております。詳細が決まりまし

たら、改めてお知らせします。農作業安全への積極的な参加をお願いします。 

 また、１月３１日に、集落営農法人会の「委 員 会 」を開催いたします。令和４年度の事業の取りま

とめと令和 5 年度の事業計画を検討いたしますので、会員の皆様の「こんな事業を法人会でやってほし

い！」というご希望をお聞かせください。会員の皆様の声で法人会の事業を盛り上げたいとおもいます

ので、事業の希望やアイデアを、各地区の委員または事務局あてにお気軽にお申し出ください。 

 

 

                                                                                         か 


